
●
内
　
容

　
午
前
10
時
〜
午
前
11
時
30
分

　
　
ス
マ
ホ
の
基
本
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
体
験

　
午
後
1
時
30
分
〜
午
後
3
時

　
　
ス
マ
ホ
の
基
本
と
詐
欺
対
策

●
定
　
員

15
人

●
申
込
方
法

　
電
話
・
窓
口
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

●
申
込
期
限

　
①
1
月
6
日
㈫　
②
1
月
13
日
㈫

問
　
デ
ジ
タ
ル
推
進
室
　
デ
ジ
タ
ル
推
進
係

☎
7
6
7-

2
1
2
8

ス
マ
ホ
講
師
派
遣
サ
ー
ビ
ス

　
町
内
会
や
老
人
ク
ラ
ブ
、
サ
ー
ク
ル
な
ど
団

体
や
会
場
の
規
模
を
問
わ
ず
幅
広
く
ご
参
加
い

た
だ
け
ま
す
。

●
と
　
き　
令
和
８
年
3
月
末
ま
で

●
と
こ
ろ

　
町
内
の
集
会
所
や
公
民
館
な
ど
申
込
者
様
が

指
定
す
る
場
所

●
定
　
員

8
〜
15
人

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
　
デ
ジ
タ
ル
推
進
室
　
デ
ジ
タ
ル
推
進
係
　

☎
7
6
7-

2
1
2
8

第
２
回
高
齢
者
聞
こ
え
の
講
話
会

「
聞
こ
え
を
良
く
し
て
楽
し
い
生
活
を
」

を
開
催
し
ま
す
！

　
加
齢
に
よ
り
聞
こ
え
に
不
安
を
抱
え
て
い
る

方
や
そ
の
ご
家
族
を
対
象
に
、
東
北
大
学
耳
鼻

咽
喉
・
頭
頸
部
外
科
分
野
教
授　
香か

取と
り

幸ゆ
き
夫お

先
生
を
お
招
き
し
、
講
話
会
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

介
護
認
定
で

障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す

　
要
介
護
認
定
を
受
け
、
一
定
の
要
件
を
満
た

す
方
に﹃
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
﹄を
発
行

し
て
い
ま
す
。
税
の
申
告
時
に
、﹃
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
﹄を
添
付
す
る
こ
と
で
、
所
得

税
や
住
民
税
の
障
害
者
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
、
確
定
申
告
を

す
る
前
に
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
対
象
と
な
る
場
合
は
、
認
定
書

を
即
日
発
行
し
ま
す
。

※
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
も
障
害
者
控
除

の
対
象
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
不
明
な
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
町
で
実
施
す
る
申
告
会
場
で
の
手
続
き
を
行

う
場
合
は
、
認
定
書
は
不
要
で
す
。

※
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
の
申
請
受
付
は

令
和
8
年
1
月
5
日
㈪
か
ら
に
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
申
請
先　
地
域
福
祉
課
介
護
福
祉
係

●
申
請
者

　
要
介
護
認
定
者
本
人
ま
た
は
そ
の
ご
家
族

●
必
要
な
も
の

　
介
護
保
険
被
保
険
者
証

問
　
地
域
福
祉
課
　
介
護
福
祉
係

☎
7
6
7-

2
1
9
8

ゼ
ロ
か
ら
始
め
る
ス
マ
ホ
教
室

●
と
　
き

　
①
1
月
13
日
㈫　
②
1
月
20
日
㈫

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

簡
単
な
聞
こ
え
の
チ
ェ
ッ
ク
も
行
い
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

●
と
　
き

12
月
9
日
㈫

　
　
　
　
　
午
前
10
時
〜（
1
時
間
程
度
）

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）研
修
室

●
対
象
者

　
町
内
在
住
の
65
歳
以
上
の
方
お
よ
び
そ
の
ご

家
族

●
定
　
員　
先
着
60
人
程
度

●
申
込
方
法

　
電
話
・
F
A
X
・
左
記
二
次
元
コ
ー
ド
・
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
窓
口

●
申
込
期
間

12
月
8
日
㈪
ま
で

●
費
　
用　
無
料

問
健
康
推
進
課
　
長
生
き
支
援
係

　
　
☎
3
5
6-

1
3
3
4

3
5
6-

1
3
0
3

声の広報
視覚に障がいのある方に対し、声で広報紙の内容を聞くことができる「声の広報」を、CDにて無料で貸し
出していますので、お気軽にお問い合わせください。　㉄  秘書政策課　秘書広報係　☎767-2112  

●日曜開庁日
 12月14日（日）午前9時～午後1時
 【取り扱い窓口】
  転入・転出等の手続きや、住民票等の諸証明発行
  マイナンバーカードの交付（要予約）、納税相談
  水道開閉栓手続き等

●夜間納税相談窓口
12月25日（木）  午後8時まで

●今月の納期限
12月25日（木）
 ・固定資産税（第4期）  ・国民健康保険税（第7期）

　  ・介護保険料（第5期）  ・後期高齢者医療保険料（第6期）
●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口

12月4日（木）、18日（木） 午後7時30分まで
 ※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります｡
 　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

家庭ごみ収集・ごみの直接搬入 し尿汲み取り 塩釜地区りふ斎苑
年末 12月30日（火）まで 12月26日（金）まで 12月31日（水）まで
年始 令和8年1月5日（月）から 令和8年1月5日（月）から 令和8年1月5日（月）から

問い合わせ先 生活環境課 環境衛生係
☎767-2119

㈱利府衛生
☎356-2424

塩釜地区りふ斎苑
☎353-7571

塩釜地区消防事務組合環境課
☎363-2777

ごみ収集・し尿汲み取り・斎場の年末年始営業日について

※し尿汲み取りの受付は12月19日（金）まで。
※ごみの直接搬入の際は、役場での事前申請が必要です。年内開庁日は12月26日（金）までとなりますのでご注意ください。
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